
  

第３２号議案 

 

令和７年度蒲郡市モーターボート競走事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和７年度蒲郡市モーターボート競走事業会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）年 間 開 催 日 数              ２００日 

（２）年間勝舟投票券発売金     １８５，４００，０００千円 

（３）一日平均勝舟投票券発売金         ９２７，０００千円 

（４）年間場間場外受託発売金      １０，７４３，９３０千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 競 艇 事 業 収 益       １８９，７８５，７００千円 

  第１項 営 業 収 益       １８９，５４４，５２６千円 

  第２項 営 業 外 収 益           ２４１，１４４千円 

  第３項 特 別 利 益                ３０千円 

         支        出 

第１款 競 艇 事 業 費 用       １８０，９４９，０００千円 

  第１項 営 業 費 用       １７６，３２６，４５６千円 

  第２項 営 業 外 費 用         ４，６０２，５１４千円 

  第３項 特 別 損 失                ３０千円 

  第４項 予 備 費            ２０，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額３，８２１，６００千円は当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額２６０，７３８千円、減債積立金２８８，５３４千円、

建設改良積立金２，６０８，１４９千円並びに過年度分損益勘定留保資金 

６６４，１７９千円で補てんするものとする。）。 

         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入                  ０千円 

  第１項 企 業 債                 ０千円 
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         支        出 

第１款 資 本 的 支 出          ３，８２１，６００千円 

  第１項 建 設 改 良 費         ２，８６８，８８７千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金           ２８８，５３４千円 

第３項 投 資           ６５４，１７９千円 

第４項 予 備 費            １０，０００千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

定める。 

単位：千円  

事    項 期   間 限 度 額 

広 告 宣 伝 事 業 令和８年度 ２，５００ 

出 走 表 発 行 事 業 令和８年度 ９９，０００ 

電 波 広 告 事 業 令和８年度 ４４，０００ 

名古屋グランパス協賛 

広 告 宣 伝 事 業 
令和８年度 ２３，６００ 

フ ァ ン サ ー ビ ス 事 業 令和８年度 ２８，５００ 

高 圧 受 電 化 事 業 令和８年度 １５０，０００ 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）収益的支出の営業費用、営業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費、企業債償還金及び投資間の相互における流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費              ６１９，１１１千円 

（２）交 際 費                １，５００千円 

 

令和７年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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